
特定相談支援と市町村相談支援事業

＜実施主体＞（法第５１条の１７）
指定特定相談支援事業者

＜財源＞（法第６条）
自立支援給付（計画相談支援給付費）

＜事業概要＞（法第５条第１６項、第１７項）

「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画
相談支援のいずれも行う事業をいう。

① 基本相談支援（法第５条１７項）

地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につ
き、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護
を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助
言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第２９条第２
項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連
絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的
に供与することをいう。

② 計画相談支援（法第５条第１６項）
ⅰ）サービス利用支援（法第５条第２０項）
ⅱ）継続サービス利用支援（法第５条第２１項）

＜実施主体＞（法第７７条第１項）
市町村（指定相談支援事業者への委託も可）

＜財源＞
地方交付税及び地域生活支援事業補助金

＜事業概要＞（法第７７条第１項第３号）

障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを
利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般
の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者
等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を総
合的に供与するとともに、障害者等に対する虐待の防
止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整
その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助
を行う事業。

※地域生活支援事業実施要綱での位置づけ
① 障害者相談支援事業（交付税）
② 基幹相談支援センター等機能強化事業
③ 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

特定相談支援事業
（計画相談支援）

市町村相談支援事業
（市町村地域生活支援事業）
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基本相談支援基本相談支援

基本相談支援を基盤とした計画相談支援と
一般的な相談支援としての障害者相談支援事業

＜大平作成資料＞

インテーク

情報収集・
アセスメント

プランニング
インターベンション

（介入）

モニタリング
（評価）

終結

＜サービス利用支援＞
サービス等利用計画作成
サービス利用調整

＜継続サービス利用支援＞
サービス利用状況の確認
サービス等利用計画の評価
サービス利用計画の修正
サービス利用決定の勧奨

計画相談支援計画相談支援

障害者相談支援事業
（一般的的な相談援助）

障害者相談支援事業
（一般的的な相談援助）

繰り返しのアウトリーチや
中長期的な期間を要する
インテーク

より幅広く深い情報収集
やアセスメント
予防的・積極的アプローチ

面接・同行等による直接的
で継続的な介入
ピアカウンセリング等

社会資源の改善や開発な
ど地域社会への介入
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